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資料 ３－１

朝霞浄水場常用発電設備整備事業に係る

環 境 影 響 評 価 準 備 書 説 明 資 料

１ 対象事業の名称

朝霞浄水場常用発電設備整備事業

２ 事業者の名称及び住所

名 称：朝霞・三園ユーティリティサービス株式会社

代表取締役社長 佐 藤 英 之

住 所：東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地

３ 対象事業の目的及び内容

（１）対象事業の目的

東京都水道局朝霞浄水場に電力及び蒸気を提供することにより、事故時や震

災時にも強い浄水場の構築、地球環境への配慮及び安全性や信頼性の向上を図

る。

（２）事業の種類

電気供給業の用に供する工場の設置（埼玉県環境影響評価条例施行規則 別

表第１第５号の要件に該当する。）

【→ｲﾝﾃﾞｯｸｽ１】（３）事業の実施区域

本事業の実施区域は、朝霞市宮戸字五反田1509（朝霞浄水場排水処理所内）

である。（準備書３ページ）

（４）事業の規模

排出ガス量 ９７，９００Ｎｍ ／ｈ３

（埼玉県環境影響評価条例施行規則に基づく換算値）



- 2 -

（５）対象事業の実施期間（準備書５ページ）

平成１５年度初めに着工、１６年度末竣工（延べ２１か月）

（６）事業の内容

【→ｲﾝﾃﾞｯｸｽ２】ア 施設設置計画（準備書６ページ）

施設として、発電設備上屋、煙突、冷却塔を計画している。

【→ｲﾝﾃﾞｯｸｽ２】イ 設備計画（準備書６ページ）

ガスタービン発電設備 ３台

蒸気タービン発電設備 １台

その他

ウ 発電設備運営計画（準備書９ページ）

（ア）平常時運転

ガスタービン３台、蒸気タービン１台は商用電源と連係し、浄水場の

電力需要により、ガスタービンの負荷率及び運転台数を調節した運転を

行う。３台のガスタービンのうち２台は２４時間運転、１台は電力需要

に合わせた運転とする計画である。

（イ）非常時運転

震災等により都市ガスの供給が停止した場合には、燃料を都市ガスか

ら事業所内に保有する地下タンクの灯油に切り替え、電力供給を継続す

る。

（ウ）燃料の種類

ガスタービンの燃料は平常時は都市ガス、非常時及び２月には灯油に

より運転を行う計画である。

（準備書１９～９４ページ）４ 地域特性

土地利用図（準備書２３ページ）、都市計画図（準備書２４ページ）、土地利

用基本計画図（準備書２６ページ）、道路網、鉄道網図、（準備書２９，３１ペ

ージ）、環境保全上特に留意を要する施設位置図（準備書３３ページ）、自然環

境保全に係る法令等による指定状況（準備書３８ページ）、表層地質図（準備書

７９ページ）、貴重な動植物分布図（準備書８４ページ）、現存植生図（準備書

８６ページ）、主な自然とのふれあいの場（準備書８８ページ）、指定文化財の

状況（準備書９１ページ）、埋蔵文化財の状況（準備書９３ページ）
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（準備書９５ページ）５ 関係地域

朝霞市、さいたま市、戸田市、志木市、和光市、新座市、富士見市

（準備書９９ページから）６ 環境影響評価調査計画書についての知事の意見

【→ｲﾝﾃﾞｯｸｽ３】

７ 環境影響評価調査計画書についての意見の概要及びそれに対する事業者の見解

【→ｲﾝﾃﾞｯｸｽ４】（準備書１０１ページから）
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（準備書１１１ページから）８ 環境影響評価の項目の選定

【→ｲﾝﾃﾞｯｸｽ５】環境影響評価の項目の選定（準備書１１２ページ）

工事中 供
用
後

環境影響要因 建 資 掘 施
設 材 削 設
機 運 工 の
械 搬 事 稼
の 等 等 働
稼 の
働 車

環境影響評価の項目 両
の
走
行

環境の良好な状態の 大気質 二酸化窒素又は
○ ○ ○

保持を旨として調 窒素酸化物

査、予測及び評価さ 浮遊粒子状物質 ○ ○ ○

れるべき項目 騒音・低 騒音 ○ ○ ○

周波空気 低周波空気振動
○

振動

振動 振動 ○ ○ ○

悪臭 臭気指数又は臭
○

気の濃度

特定悪臭物質 ○

公共用水 ＢＯＤ，ＣＯＤ ○

域の水質 水温 ○

水素イオン濃度 ○

溶存酸素量 ○

土壌 土壌に係る有害
○

物質

生物の多様性の確保 動物 保全すべき種 ○

及び自然環境の体系 植物 植物プランクト
○

的保全を旨として調 ン相

査、予測及び評価さ

れるべき項目

環境への負荷の量の 廃棄物等 廃棄物 ○ ○

程度により予測及び 残土 ○

評価されるべき項目 雨水及び処理水 ○

温室効果 温室効果ガス
○

ガス等



- 5 -

（準備書１６５ページから）９ 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果

【→ｲﾝﾃﾞｯｸｽ６】

（１）大気質（準備書１６５ページから）

（２）騒音・低周波空気振動（準備書２１７ページから）

（３）振動（準備書２４０ページから）

（４）悪臭（準備書２５４ページから）

（５）水質（準備書２６１ページから）

（６）土壌（準備書２６６ページから）

（７）動物（準備書２６９ページから）

（８）植物（準備書２８７ページから）

（９）廃棄物等（準備書２９０ページから）

（10）温室効果ガス等（準備書２９５ページから）

【→ｲﾝﾃﾞｯｸｽ７】10 環境の保全のための措置（準備書２９９ページから）

（準備書３０７ページから）11 対象事業の実施による影響の総合的な評価

【→ｲﾝﾃﾞｯｸｽ８】

【→ｲﾝﾃﾞｯｸｽ９】12 事後調査の計画（準備書３１９ページ）

（準備書３２５ページ）13 環境影響評価の受託者の名称及び所在地

【→ｲﾝﾃﾞｯｸｽ１０】
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環境影響評価手続の概要

県条例根拠法令

朝霞浄水場常用発電設備整備事業対象事業名

東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地事業者等の

朝霞・三園ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ㈱ 代表取締役社長 佐藤英之住所・氏名

電気供給業の用に供する工場の設置事業の目的

朝霞市大字宮戸字五反田1509番地実施場所

排出ガス量：97,900ｍ N/h( ) 敷地面積：約1,900㎡事業規模 ３ 換算値

朝霞市、さいたま市、戸田市、志木市、和光市、新座市、富士見市関係市町村

平成１３年１０月２４日調査計画書提出

〃 １２月１８日、２０日技術審議会第 回小委員会1

平成１４年 ２月 １日技 術 審 議 会 第 ２ 回 小 委 員 会

〃 ２月 ８日年 知事意見回答

〃 ８月 １日計画書記載事項変更手続免除承認

〃 ８月１９日準備書受理

〃 ８月３０日～ ９月３０日準備書縦覧

〃 ９月 ８日～ ９月２２日（７会場）月 説明会開催

〃 ８月３０日～１０月１５日意見書提出期間

〃 １０月２５日意見書・見解書写し受理

〃 １０月２８日技 術 審 議 会 第 ３ 回 小 委 員 会

中止 （公述申出なし）日 公聴会

〃 １２月１３日技 術 審 議 会 第 ４ 回 小 委 員 会

平成１５年 １月２８日技術審議会

２通意見書数

備考


